
実　技　試　験

☆☆☆解答にあたっての注意事項☆☆☆

・ 問題数は４０問、解答はすべて記述式です。

・ 解答は楷書、算用数字（１、２、３・・・）ではっきりと正しくご記入くだ

さい（誤字・脱字・略字は不可）。

・ 択一問題の場合、選択肢の中から正解と思われるものを１つ選んでください。

・ 語群選択問題の場合、語群の中からそれぞれの空欄にあてはまると思われる

語句・数値を選び、語群に記されたとおりに解答用紙の所定の欄に記入して

ください。また、語群の語句にそれぞれ番号が付してある場合は、その番号

を記入してください。

・ 語群のない問題の場合、指示に従い解答用紙の所定の欄に直接正解と思われ

る語句・数値・記号を記入してください。

・ 計算問題については、計算結果を解答として所定の欄に記入してください。

その際、解答用紙に記載されている単位を使用し、漢字や小数点、上付き数

字を使用しないでください。正しく記入されなかった場合、採点されません

のでご注意ください。

［例１］解答用紙に記載されている単位＜万円＞のとき

可の例　：１００万円、１０５万円

不可の例：１,０００,０００円、１００.５万円、１００.５万円

［例２］解答用紙に記載されている単位＜円＞のとき

可の例　：１,０００,０００円、１,０５０,０００円

不可の例：１００万円、１０５万円、１００万５,０００円

・ 試験問題については、とくに指示のない限り、平成１９年１０月１日現在施

行の法令等に基づいて解答してください。
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【第１問】下記の（問１）、（問２）について解答しなさい。

問１

　ファイナンシャル・プランニング・プロセスの順番に従い、次の（ア）～（エ）を作業順に並べ替え

たときの組み合わせとして、正しいものはどれか。

（ア）提案書を作成、顧客の問題点や解決策を明確に提示する。

（イ）顧客の環境の変化に応じて、プランの見直しを行う。

（ウ）顧客の現状を分析し、問題点の解決方法を検討する。

（エ）顧客のデータを収集するとともに、顧客の生活上の目標を明確化する。

１．（エ）→（ア）→（ウ）→（イ）

２．（エ）→（ウ）→（イ）→（ア）

３．（ウ）→（エ）→（イ）→（ア）

４．（エ）→（ウ）→（ア）→（イ）

問２

　個人情報の保護に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という）で保護される情報には、一定の要

件を満たす個人の電子メールアドレスも含まれている。

２．個人情報を保存したパソコンを廃棄する場合には、単にデータを削除するだけでなく、データ消去

の専用ソフトを使用するなどの対応も必要である。

３．個人でＦＰを営んでいる場合であっても、個人情報の保護には注意を払う必要がある。

４．個人情報保護法は、すべての法人に対して適用される法律である。
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【第２問】下記の各問（問３）～（問６）について解答しなさい。

問３

　個人向け国債の概要を示した下表の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な数値を語群の中から選び、解答

欄に記入しなさい。なお、同じ数値を何度選んでもよいこととする。

＜個人向け国債の概要＞

　 変動１０年 固定５年

発行体 国（財務省)

購入単位 額面１万円

利払い 半年に１回

償還期限 １０年 ５年

利率 変動金利（基準金利マイナス

（　ア　）％、最低０.０５％）

固定金利（基準金利マイナス

０.０５％、最低０.０５％）

中途換金 発行から（　イ　）年経過後か

ら可能。直前２回分の利子（税

引前）相当額が差し引かれる

発行から２年経過後から可能。

直前（　ウ　）回分の利子（税

引前）相当額が差し引かれる

発行月 １月、４月、７月、１０月

取扱金融機関 証券会社、銀行など

※基準金利：変動１０年は利子計算期間開始時の前月に行われた１０年固定利付国債の入札における平

均落札利回り、固定５年は募集期間開始日の２営業日前において市場実勢利回りを基に計

算した期間５年の固定利付国債の想定利回り。

※平成２０年４月１５日以降は、中途換金の際に差し引かれる金額が「各利子（税引前）相当額×０.８」

に変更される。

＜語群＞

０.０５　　　０.０８　　　０.５０　　　０.８０　　　１　　　２　　　３　　　４　　　５
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問４

　平成２０年１月に、個人が追加型株式投資信託の分配金を受け取った。この分配金の支払時に徴収さ

れる所得税、住民税の合計額として、正しいものはどれか。下記の＜資料＞に基づき解答しなさい。

＜資料＞

基準価額

購入価額

分配落ち後の基準価額

１２,３００円

１１,５００円

１０,０００円

・ ファンドの購入価額　１１,５００円　　　・ 分配金　　　　　　　　　２,３００円

・ 決算時の基準価額　　１２,３００円　　　・ 分配落ち後の基準価額　１０,０００円

・ 個別元本＝ファンドの購入価額

※上記の各価額および分配金は、１口当たりのものである。

※当初１口当たりの価額は、１口＝１万円である。

１．　４６０円

２．　２３０円

３．　１６０円

４．　　８０円
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問５

　下記の＜資料＞に基づき、次の記述の空欄（ア）、（イ）に入る適切な数値と語句の組み合わせとして、

正しいものはどれか。なお、解答に当たっては、小数点以下第２位を四捨五入すること。

＜資料＞ （単位：円)

Ａ株式会社 Ｂ株式会社

１株当たりの利益 　　 ７０ 　　 ２０

株価 ２,１００ ２,６００

１株当たりの純資産 １,７５０ ２,０００

・ Ａ株式会社におけるＰＥＲは、（　ア　）倍である。

・ Ａ株式会社とＢ株式会社のうち、企業の資産価値を基準とした場合に、株価が企業の資産価値

から見て、より割安な企業と考えられるのは、（　イ　）株式会社である。

１．（ア）３０.０　（イ）Ａ

２．（ア）３０.０　（イ）Ｂ

３．（ア）２５.０　（イ）Ａ

４．（ア）２５.０　（イ）Ｂ

問６

　株式市場および景気と金利に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な語句の組み合わせと

して、最も適切なものはどれか。

・ 株式市場の上昇開始から天井圏への局面においては、一般的には商品の出荷、商品販売は増加

し、物価は（　ア　）する。

・ 株式市場の天井圏から調整局面においては、一般的には景気の引締めにより、銀行の貸出金利

は（　イ　）し、出荷の伸びは鈍化する。

・ 株式市場の調整局面から下落局面においては、一般的には出荷は停滞し生産調整が進む。失業

率は増加し、消費は（　ウ　）する。

１．（ア）下落　（イ）上昇　（ウ）拡大

２．（ア）上昇　（イ）低下　（ウ）拡大

３．（ア）上昇　（イ）上昇　（ウ）低迷

４．（ア）下落　（イ）低下　（ウ）低迷
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【第３問】下記の各問（問７）～（問１０）について解答しなさい。

問７

　不動産の調査に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な語句を語群の中から選び、その番

号のみを解答欄に記入しなさい。

・ 対象となる土地に抵当権などが設定されているかどうかは、（　ア　）を入手して調べることが

できる。

・ 当該土地に建物を建てるときの最大の建築面積は、（　イ　）に記された建ぺい率の数字等から

計算できる。

・（ ウ ）     では、財産評価基本通達における借地権割合を調べることができる。

＜語群＞

１．地積測量図　　２．都市計画図　　３．固定資産課税台帳　　４．公図　　５．路線価図

６．登記事項証明書



－7－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2008.1.27)

問８

　下記の＜資料＞は、中古住宅販売についての新聞の折込み広告の例である。この広告の内容に関する

次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

＜資料＞

中古住宅　　日当たり良好

【物件概要】

・ 販売価格 ５,６００万円（消費税込）

・ 所在地 東京都○○区△△２丁目３番４号

・ 交通 ○○線××駅から徒歩１２分

・ 土地面積 １４２.００ｍ2（私道負担２１.４６ｍ2有）

・ 建物延べ床面積 １０２.６８ｍ2

・ 構造 鉄骨造スレート葺２階建

・ 間取り ４ＬＤＫ

・ 築年月 平成１６年６月

・ 取引態様 売主

ＷＡ不動産（株）

東京都知事免許（◇）第×××号

東京都○○区××３丁目２番１号

０３－○○○○－△△△△

１．駅からこの物件まで歩いたときの道路距離は、約７２０メートルと考えられる。

２．この物件をＷＡ不動産（株）で購入する場合、ＷＡ不動産（株）へ仲介手数料を支払うことになる。

３．この物件の土地について、所有者が建物の敷地として自由に使うことのできない部分がある。

４．この広告には、土地と建物の価格、およびそのそれぞれにかかる消費税（地方消費税を含む）を合

計した金額が、販売価格として表示されている。
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問９

　下記の＜資料＞は、新築の投資用ワンルームマンションの概要である。これを基に計算した不動産投

資利回り（償却前、税引前）として、正しいものはどれか。なお、記載されたもの以外の収入や支出は

ないものとし、計算結果は小数点以下第３位を四捨五入するものとする。

＜資料＞

・ 購入価格 ：２,８００万円（消費税、諸費用含む）

・ 想定される賃料 ：８５,０００円／月

・ 管理費・修繕積立金 ：１１,０００円／月

・ 不動産会社への管理委託費：５,０００円／月

・ 借入金 ：なし

・ 減価償却費 ：３１６,８００円／年

・ 想定される固定資産税額 ：５５,０００円／年

１．　２.３０％

２．　２.７６％

３．　２.９６％

４．　３.４３％
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問１０

　下記＜資料＞の宅地について、路線価方式による普通借地権の評価額を求めなさい。なお、奥行価格

補正率は１.０、二方路線影響加算率は０.０２を使用し、解答に当たっては、解答用紙に記載されてい

る単位に従うこととする。

＜資料＞

[借地権割合]

記号 借地権割合

Ａ ９０％

Ｂ ８０％

Ｃ ７０％

Ｄ ６０％

Ｅ ５０％

Ｆ ４０％

Ｇ ３０％

４５０Ｄ

２０ｍ

１６ｍ

３００Ｄ

（３２０㎡）
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【第４問】下記の各問（問１１）～（問１４）について解答しなさい。

問１１

　宮本明さんが加入している生命保険に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な数値を語群

の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ数値を何度選んでもよいこととする。ただし、明さ

んはこれまでに下記の保険から保険金および給付金を一度も受け取っていないものとする。また、１～

３の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。

＜資料／保険証券１＞

保険証券記号番号 定期保険特約付終身保険

○○△△××□□

保険契約者
宮本　明　様 保険契約者印

被保険者 宮本　明　様　契約年齢２７歳

昭和４７（１９７２）年１２月２５日生まれ　男性 ◯宮本
(死亡保険金）

宮本　まゆみ　様

（被保険者との続柄）

妻

分割割合

１０割

受取人

(特定疾病保険金）

被保険者　　様

◇契約日（保険期間の始期）

１９９９年８月１日

（平成１１年）

◇主契約の保険期間

終身

◇主契約の保険料払込期間

６０歳払込満了

◆ご契約内容 ◆お払込みいただく合計保険料

終身保険金額（主契約保険金額） ３００万円 毎回　　２１,３１１円／月

定期保険特約保険金額 １,４００万円
［保険料払込方法（回数）］団体月払

特定疾病保障定期保険特約保険金額

傷害特約保険金額［本人型］

３００万円

１００万円

災害入院特約［本人・妻型＊］入院５日目から 日額　　５,０００円

疾病入院特約［本人・妻型＊］入院５日目から 日額　　５,０００円

◇特約の払込期間および保険期間

１０年

＊妻の場合は、本人の入院給付金の６割の日額となります。

成人病入院特約 入院５日目から 日額　　５,０００円

◇社員配当金支払方法

利息を付けて積立

リビングニーズ特約

―以下余白―
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＜資料／保険証券２＞

◆終身医療保険

◇保険契約者　：宮本　明　様

　昭和４７（１９７２）年１２月２５日生まれ

◇被保険者　　：宮本　明　様

◇契約年齢　　：３２歳　男性

◇受取人

（給付金受取人）　　被保険者　　　様

（死亡給付金受取人）宮本　まゆみ　様

［保険契約者との続柄：妻］

◇契約年月日

２００４年（平成１６年）１２月１日

◇保険期間：終身

◇保険料払込期間：終身

◇保険料：４,９００円

◇保険料払込方法：月払（口座振替）

◇保障内容

疾病・災害入院給付金：２日以上継続入院で１日目から　 日額１０,０００円

（入院給付金支払い限度は１入院１２０日、通算して７３０日）

手術給付金　　　　　：４０・２０・１０万円（手術１回につき）

死亡・高度障害保険金：１００万円

１．宮本明さんが現時点（３５歳）で、交通事故で死亡した場合、保険会社から保険金（　ア　）万円

が支払われる。

２．宮本明さんが現時点（３５歳）で、ガン（悪性新生物）で３０日入院した場合（手術はしていない）、

保険会社から保険金・給付金合計で（　イ　）万円が支払われる。

３．宮本まゆみさんが現時点で、ジョギング中に転倒して骨折し１４日間入院した場合（手術はしてい

ない）、保険会社から給付金（　ウ　）万円が支払われる。

＜語群＞

３　　　　５　　　　７　　　　３２６　　　　３３０　　　　３５６

１,８００　　　　２,１００　　　　２,２００
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問１２

　下記の個人年金保険に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な数値を語群の中から選び、

解答欄に記入しなさい。なお、同じ数値を何度選んでもよいこととする。

遠藤さんが支払う保険料の総合計額は（　ア　）万円で、受け取る年金の総合計額（配当金は考慮

しない）は（　イ　）万円である。なお、毎年支払う保険料について、他に該当する生命保険料が

ない場合、生命保険料控除として（　ウ　）万円を所得税の計算上、合計所得金額から控除するこ

とができる。

[個人年金保険　証券（一部抜粋）]

保険契約者：遠藤　卓巳　様

被保険者 ：      遠藤　卓巳　様（契約年齢４０歳）

[保険契約者との続柄：本人]

受取人（年金）　　 ：被保険者　　様

　　　（死亡給付金）：遠藤　幸恵　様

［保険契約者との続柄：妻]

◇契約日（保険期間の始期）

平成２０年１月１日

◇主契約の保険期間の終期

平成４９年１２月３１日

◇主契約の保険料払込期間

６０歳払込満了

平成３９年１２月３１日

◇ご契約内容

年金年額（主契約）３００,０００円（６０歳支給開始・１０年確定年金）

◇お払込みいただく保険料

毎回　１０，５００円 [保険料払込方法]　月払

◇その他付加されている特約・特則等

個人年金保険料税制適格特約

＜語群＞

２３９.４　　　　２５２　　　　３６５.４　　　　１５０　　　　２７０　　　　３００

１.５　　　　５　　　　１０
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問１３

　下図は養老保険について、保険料の払込みが困難になった場合、解約せずに保険契約を継続する３つ

の方法、減額、延長（定期）保険、払済保険の仕組みを顧客に説明するために図で表したものである。

下記の仕組み図と契約継続方法の組み合わせとして、正しいものはどれか。

（Ａ）

▲
変更

　　変更前の保険金額

　　　 変更後の保険金額

▲
満期

保険料の払込みは中止

（Ｃ）

▲
変更

　　変更前の保険金額
　　　変更後の保険金額

▲
満期

保険料の払込みは継続

（Ｂ）

▲
変更

　　変更前の保険金額

▲
満期

保険料の払込みは中止

▲
変更後の
契約満了

▲
契約

▲
契約

▲
契約

区分 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

１．払済保険 延長（定期）保険 減額

２．延長（定期）保険 減額 払済保険

３．払済保険 減額 延長（定期）保険

４．延長（定期）保険 払済保険 減額
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問１４

　平成１９年に個人が契約した、損害保険会社が取り扱う保険商品について、支払った保険料の保険料

控除（所得税）に関する下表の空欄（ア）～（エ）に入る語句の組み合わせとして、最も適切なものは

どれか。

適用可能な保険料控除

地震保険 （　ア　）

医療保険 （　イ　）

自動車保険 （　ウ　）

年金払積立傷害保険 （　エ　）

１．（ア）地震保険料控除

（イ）生命保険料控除（一般の生命保険料）

（ウ）なし

（エ）なし

２．（ア）地震保険料控除

（イ）生命保険料控除（一般の生命保険料）

（ウ）損害保険料控除

（エ）生命保険料控除（個人年金保険料）

３．（ア）地震保険料控除

（イ）損害保険料控除

（ウ）なし

（エ）生命保険料控除（個人年金保険料）

４．（ア）損害保険料控除

（イ）生命保険料控除（一般の生命保険料）

（ウ）なし

（エ）生命保険料控除（個人年金保険料）
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【第５問】下記の各問（問１５）～（問１８）について解答しなさい。

問１５

　夫に先立たれた主婦、山田美代子さん（５０歳）の平成１９年の収入は次のとおりである。山田美代

子さんの総所得金額はいくらか。なお、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと

とする。

＜収入＞

内容 金額

給与収入（パート） １,８００,０００円

年金収入（遺族年金） １,５００,０００円

＜給与所得控除額の速算表＞

給与等の収入金額 給与所得控除額

１６２.５万円 以下 ６５万円

１６２.５万円 超 １８０万円 以下 　収入金額×４０％

１８０万円 超 ３６０万円 以下 収入金額×３０％＋　１８万円

３６０万円 超 ６６０万円 以下 収入金額×２０％＋　５４万円

６６０万円 超 １,０００万円 以下 収入金額×１０％＋１２０万円

１,０００万円 超 収入金額×　５％＋１７０万円

＜公的年金等控除額の速算表＞

年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等控除額

１３０万円 未満 ７０万円

１３０万円 以上 ４１０万円 未満 収入金額×２５％＋　３７.５万円

４１０万円 以上 ７７０万円 未満 収入金額×１５％＋　７８.５万円

６５
歳
未
満

７７０万円 以上 収入金額×　５％＋１５５.５万円
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問１６

　次の＜資料１＞＜資料２＞を基に、個人事業主の中尾太郎さんの確定申告書の空欄（ア）～（エ）に

関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、問題作成の都合上、一部空欄にしている。

＜資料１＞
平成１８年分の所得税の確定申告書Ｂ

△△　　　税務署長
　　年　　月　　日 第一表

〒○○○－○○○○ フリガナ 　ナカオ　タロウ

○○市△△町×－×－× 氏名 　中尾　　太郎
◯印

性別 職業 屋号・雅号 世帯主の氏名 世帯主との続柄

住所







又  は

事 業 所

事 務 所

居所など ◯男 女

平 成 　 　 年
１ 月 １ 日
の 住 所

生年
月日

電話
番号

自宅・勤務先・携帯

　　-　　-

（単位は円） 種類 青色 分離 損失 修正
特農の
表　示 特農 番号 　　　　

一連
番号

営 業 等 ㋐ 6,500,000 課 税 さ れ る 所 得 金 額
(  －  ） 又 は 第 三 表  000事

業農 業 ㋑
上 の  に 対 す る 税 額
又 は 第 三 表 の  

不 動 産 ㋒ 配 当 控 除 

利 子 ㋓ 区
分□ 

配 当 ㋔
住 宅 借 入 金 等
特 別 控 除 

給 与 ㋕ 政党等寄付金特別控除 

公 的 年 金 等 ㋖
住 宅 耐 震 改 修
特 別 控 除 

雑
そ の 他 ㋗

差 引 所 得 税 額
(－－－－－ ) 

短 期 ㋘ 災害減免額、外国税額控除

～ 

総
合
譲
渡長 期 ㋙

再 差 引 所 得 税 額
（ －－） 

収

　入

　金

　額

　等

一 時 ㋚ 定 率 減 税 額 

営 業 等  源 泉 徴 収 税 額 事
業農 業 

申 告 納 税 額
（ －－） 

不 動 産 
予 定 納 税 額
( 第 １ 期 分 ・ 第 ２ 期 分 ) 

利 子  納 め る 税 金  00

配 当 

税

　
　金

　
　の

　
　計

　
　算

第３期分
の 税 額
(－ ) 還付される税金  △

給 与  配偶者の合計所得金額 

雑  専従者給与(控除)額の合計額 
総 合 譲 渡 ・ 一 時
㋘＋ { (㋙＋㋚ ) × 1／ 2 }  青色申告特別控除額 

所

　
　得

　
　金

　
　額

合 計  3,000,000 雑 所 得 ・ 一 時 所 得 の
源 泉 徴 収 税 額 の 合 計 額 

雑 損 控 除  未納付の源泉徴収税額 

医 療 費 控 除  （　ア　） 本年分で差し引く繰越損失額 

社 会 保 険 料 控 除  （　イ　） 平 均 課 税 対 象 金 額 

小規模企業共済等掛金控除 

そ

　の

　他

変動・臨時所得金額 区
分□ 

生 命 保 険 料 控 除  （　ウ　） 申告期限までに納付する金額  00

損 害 保 険 料 控 除 

届

　出

延
納
の延 納 届 出 額  000

寄 付 金 控 除  申 告 納 税 額 の 増 加 額 

寡 婦 、 寡 夫 控 除  0,000

この申告書が
修 正 申 告 書
で あ る 場 合 第３期分の税額の増加額  00

勤労学生、障害者控除

～  0,000

配 偶 者 控 除  0,000

※本問においては、平成１８年分の確定申告書の様式で作

成しております。

配 偶 者 特 別 控 除  0,000

扶 養 控 除  0,000

基 礎 控 除  （　エ　）

所

 

得

 

か

 

ら

 

差

 

し

 

引

 

か

 

れ

 

る

 

金

 

額

合 計 
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＜資料２＞

平成１８年分の所得税の確定申告書Ｂ 第二表

住　所　○○市△△町×－×－×
屋　号

フリ　ガナ　ナカオ　タロウ

氏　名　中尾　太郎

○ 所得の内訳（源泉徴収税額）

所得の種類
種目 ･所得の生ずる場所又は

給与などの支払者の氏名･名称
収 入 金 額 源 泉 徴 収 税 額

円 円

 源 泉 徴 収 税 額 の 合 計 額
円

○ 事業専従者に関する事項

続 柄
従事月数・程度

仕 事 の 内 容
専従者給与(控除)額

氏 名 中尾　由美子

生年月 日
明・大

◯昭・平　45. 8.30
妻 12月

円

1,000,000

氏 名

生年月日
明・大
昭・平　　　.　.

氏 名

生年月 日
明・大
昭・平　　　.　.

専従者給与(控除)額の合計額
円

1,000,000

○ 特例適用条文等

○ 配当所得・雑所得(公的年金等以外)･総合課税の譲渡所得・一時所得に関する事項

所 得 の 種 類
種目・所得の

生ずる場所
収 入 金 額 必 要 経 費 等 差 引 金 額

円 円 円

※本問においては、平成１８年分の確定申告書の様式で作成しております。

○ 所得から差し引かれる金額に関する事項
 損 害 の 原 因 損 害 年 月 日 損害を受けた資産の種類など

　　　．　　．
雑
損

控
除

損害金額
円 保険金などで

補てんされる
金 額

円 差引損失額の
うち災害関連
支 出 の 金 額

円


医
療
費

控  

除

支払医療費
円

355,000
保 険 金 な ど で
補てんされる金額

円

110,000

 
社会保険の種類 支 払 保 険 料 掛金の種 類 支 払 掛 金

国民健康保険
円

582,510 小規模企業共済
円

国民年金 332,640

社

会

保

険

料

控

除
合　　　計 915,150

小

規

模

企

業

共

済

等

 

掛

 

金

 

控

 

除
合　　　計

 
一般の保険料の計

円

120,000 長期保険料の計
円

生
命

保
険

料

控

除
個人年金保険料の 計

損
害

保
険

料

控

除
短期保険料の計

 寄付先の所在地・名称
寄 付 金

円
寄

付

金

控

除

上のうち都道府県
等や住所地の共同
募金会、日赤支部分


～



本
人
該
当
事
項

□寡婦(寡夫)控除

( )
 □死別    □生死不明 

 □離婚    □未 帰 還 

□勤労学生控除

( )
学校名 

              


障
害
者

控  

除

氏 名

 配 偶 者 の 氏 名 生 年 月 日

～


明・大

昭　平　　　．　　．

□配 偶 者 控 除         
□配 偶 者 特 別 控 除         

扶養親族の氏名 続柄 生年月日 控除額

　　　　　
明・大

昭・平 　.　　.
万円

　　　　　
明・大

昭・平 　.　　.
明・大

昭・平 　.　　. 　

配
偶
者(

特
別)

控
除

・
扶
養
控
除

明・大

昭・平 　.　　.

扶養控除額の合計
万円

○ 住民税・事業税に関する事項
給 与 所 得 以 外 の
住 民 税 の 徴 収 方 法 の 選 択

□給与から差引き
（特別徴収）

□自分で納付
（普通徴収）

別居の控除対象配偶者・扶養親族

・事 業 専従 者 の氏 名 ・住 所

氏名 住所

所 得 税 で 控 除 対 象 配 偶 者

な ど と し た 専 従 者

氏名 給与　　　　　　　　　円

配当に関する住民税の特例 円

非 居 住 者 の 特 例

配 当 割 額 控 除 額

住

　民

　税株式等譲渡所得割額控除額

非 課 税 所 得 な ど 番号 所得金額　　　　円

損益通算の特例適用前の
不 動 産 所 得

円

不動産所得から差し引いた
青 色 申 告 特 別 控 除 額

事業用資産の譲渡損失など

事

　
　業

　
　税

前年中の開(廃)業 開始・廃止 月　　日 □他都道府県の事務所等







 税 理 士 

 署名押印                          ◯印

 電話番号          －     －           

□税理士法第３０条の書面提出有 □税理士法第３３条の２の書面提出有
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１．申告書内の欄（ア）にあてはまる数値は「１４５,０００」である。

２．申告書内の欄（イ）にあてはまる数値は「５８２,５１０」である。

３．申告書内の欄（ウ）にあてはまる数値は「５０,０００」である。

４．申告書内の欄（エ）にあてはまる数値は「３８０,０００」である。

問１７

　会社員の横田恵一さん（３５歳）と優子さん（３２歳）夫妻は、平成１９年６月に両親から以下のよ

うな住宅取得資金の贈与を受けて、平成１９年中に一戸建て住宅を購入した。下記の事例において、恵

一さんの平成１９年分の贈与税額を計算しなさい。なお、解答に当たっては、解答用紙に記載されてい

る単位に従うこととする。

＜横田さん夫妻が受け取った贈与の概要＞

贈与を受けた人 贈与者 贈与を受けた金額
相続時精算課

税制度の選択

恵一さん 恵一さんの父親（６５歳) ２,８００万円 選択する※     

恵一さん 恵一さんの母親（６０歳) ２００万円 選択しない

優子さん 優子さんの父親（６２歳) ５００万円 選択する※     

※相続時精算課税制度を初めて適用。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の

特例の要件は満たし、適用を受けるものとする。

＜贈与税の速算表＞

基礎控除後の課税価格 税率 控除額

２００万円 以下 １０％ －

２００万円 超 ３００万円 以下 １５％ １０万円

３００万円 超 ４００万円 以下 ２０％ ２５万円

４００万円 超 ６００万円 以下 ３０％ ６５万円

６００万円 超 １,０００万円 以下 ４０％ １２５万円

１,０００万円 超 ５０％ ２２５万円
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問１８

　竹川洋子さんは毎年、給与収入９０万円でパート勤めをしている。ところが、平成１９年１０月３０

日に養老保険（保険期間５年超）の満期を迎え、３００万円が口座に入金された際、これまでのように

夫が所得税の配偶者控除を受けられるかどうか不安になり、ＦＰで税理士の伊藤さんに相談をした。次

の伊藤さんの説明の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記

入しなさい。ただし、他の要件は考慮しないものとする。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよ

いこととする。

「配偶者のその年の給与収入が（　ア　）万円以下であれば、それに対応する給与所得控除６５万

円を差し引くと、合計所得金額は３８万円以下となりますので、竹川さんのご主人は、これまで毎

年配偶者控除を受けることができました。

給与所得以外に、不動産所得や一時所得（特別控除後、２分の１相当額）、譲渡所得などがある場合

でも、年間の合計所得金額が３８万円以下であれば、ご主人は配偶者控除を受けることができます。

洋子さんの場合、給与所得は給与収入９０万円－給与所得控除６５万円＝２５万円です。続いて、

養老保険の満期金の既払込保険料が２３０万円ということですので、一時所得は３００万円－２３０

万円－特別控除５０万円＝２０万円となります。従って、これら以外に所得がない場合には、合計

所得金額は（　イ　）万円となり、ご主人は配偶者控除を受けることは（　ウ　）といえます。」

＜語群＞

３５　　　　３８　　　　４５　　　　１０３　　　　１３０　　　　１４１

できる　　　　できない
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【第６問】下記の各問（問１９）～（問２２）について解答しなさい。

問１９

　生前贈与に関する下記の＜資料＞に基づき、各人の相続税の課税価格に加算される財産の価額に関す

る次の記述のうち、正しいものはどれか。

＜資料＞

○ 平成１９年１０月１日に死亡した、被相続人山田一郎さんの相続人は、次のとおりである。

山田一郎

被相続人

妻

山田花子

二男　山田二郎（相続放棄）

長女　大木良子

長男　山田太郎

○ 各相続人は、被相続人山田一郎さんの相続開始前に次のとおり財産の贈与を受けている。なお、

各相続人は、相続時精算課税制度を選択していないものとする。また、各受贈者は二男の山田

二郎さんを除き、すべて相続または遺贈により財産を取得している。

贈与年月日 贈与者 受贈者 財　産 贈与時の価額 相続時の価額

平成１６年　２月　１日 山田一郎 山田太郎 現金 ２００万円 ２００万円

平成１６年１２月　４日 山田一郎 大木良子 上場株式 ３００万円 ２５０万円

平成１７年　５月１１日 山田一郎 山田太郎 上場株式 ３００万円 ３００万円

平成１８年１１月３１日 山田一郎 山田二郎 現金 ３００万円 ３００万円

平成１８年１２月２４日 山田一郎 山田花子 居住用家屋 １,５００万円 １,５００万円

（注）配偶者の山田花子さんは平成１８年１２月２４日の贈与については、翌年の贈与税の申告に

つき贈与税の配偶者控除の適用を受けている。

１．長男山田太郎の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、５００万円である。

２．二男山田二郎の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、０円である。

３．配偶者山田花子の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、１,５００万円である。

４．長女大木良子の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、２５０万円である。
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問２０

　下記の親族関係図の場合において、民法の規定に基づく相続人佐藤正三さんの法定相続分を計算し、

解答欄に記入しなさい。

被
相
続
人

佐
藤
泰
三

佐
藤
陽
子

　 

妻

三
男

　佐
藤
正
三

二
男

　佐
藤
浩
二

長
男

　佐
藤
大
介

　す
で
に
死
亡
）

長
男
の
妻

孫

　佐
藤
哲
也

養
子
縁
組

（

被相続人の佐藤泰三さんと妻の佐藤陽子さんとの間には、３人の子どもがいたが、長男の佐藤大介

さんはすでに死亡している。ただし、亡くなった佐藤大介さんとその妻との間には長男の佐藤哲也

さんがおり、佐藤泰三さんは妻とともに、孫である佐藤哲也さんを養子にしていた。
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問２１

　下記の加藤宏さんの相続事例において、基礎控除額および課税価格の合計額の組み合わせとして、正

しいものはどれか。

○ 課税価格の合計額を計算するための財産の相続税評価額

土地 ：３,０００万円（小規模宅地等の減額の特例適用後）

建物 ：２,０００万円

預貯金 ：３,０００万円

投資信託 ：１,０００万円

国債 ：１,０００万円

死亡保険金 ：３,０００万円（受取人＝配偶者）

死亡退職金 ：１,０００万円（受取人＝配偶者）

債務および葬式費用： 　５００万円

○ 親族関係図は以下のとおり

なお、相続時精算課税制度を選択した相続人はいないものとする。また、生前贈与加算はないも

のとする。

前配偶者 加藤宏

（平成１９年１２月１５日死亡）

配偶者

妻 長男 二男 妻

孫Ａ 孫Ｂ

（相続放棄）

１．基礎控除額は７,０００万円、課税価格の合計額は１億円

２．基礎控除額は８,０００万円、課税価格の合計額は１億１,０００万円

３．基礎控除額は８,０００万円、課税価格の合計額は１億１,５００万円

４．基礎控除額は７,０００万円、課税価格の合計額は１億３,５００万円
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問２２

　下記の＜資料＞は、遺言者鈴木和正さんの自筆証書遺言書である。この自筆証書遺言書に関する次の

記述のうち、正しいものはどれか。なお、この遺言書は全文が遺言者の自筆によるものである。

＜資料＞

１．遺言書には実印ではなく認印を押した場合でも、遺言書は有効である。

２．自筆ではなくワープロで作成した場合でも、遺言書は有効である。

３．この遺言書において、ＡＫ銀行からＴＡ銀行への訂正は有効である。

４．日付として平成１９年８月２１日に代えて、平成１９年８月吉日と書いた場合でも有効である。
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【第７問】下記の各問（問２３）～（問２５）について解答しなさい。

＜木島家の家族データ＞

名前 続柄 生年月日

木島　博明 本人 昭和４８年　５月１４日

　　　恵子 妻 昭和４９年１２月　３日

　　　美奈 長女 平成１０年　８月２１日

　　　翔太 長男 平成１３年　２月１５日

＜木島家のライフイベント＞

・ 海外旅行　（６年ごと）

・ 車の買替え（５年ごと）

・ 子どもの進学スケジュール

美奈：小学校（公立）－中学校（公立）－高校（公立）－大学（私立・文系）

翔太：小学校（公立）－中学校（公立）－高校（公立）－大学（私立・文系）

※ただし、いずれの子どもも順調に４年制の大学に進学後、就職するものとする。

＜木島家のキャッシュフロー表＞ （単位：万円)

経過年数 現在 １年後 ２年後 … １０年後 １１年後 １２年後

西暦（年） ２００７ ２００８ ２００９ … ２０１７ ２０１８ ２０１９

平成（年） １９ ２０ ２１ … ２９ ３０ ３１

木島　博明 本人 ３４歳 ３５歳 ３６歳 … ４４歳 ４５歳 ４６歳

　　　恵子 妻 ３３歳 ３４歳 ３５歳 … ４３歳 ４４歳 ４５歳

　　　美奈 長女 ９歳 １０歳 １１歳 … １９歳 ２０歳 ２１歳

家
族
構
成

 

年
齢　　　翔太 長男 ６歳 ７歳 ８歳 … １６歳 １７歳 １８歳

ライフイベント
(変動率）

車の

買替え

海外

旅行
… （　ア　）（　イ　）（　ウ　）

給与(博明さん) １.０％ ７２０ ７２７ ７３４ … ７９５ ８０３ ８１１収
入収入合計 － ７２０ ７２７ ７３４ ７９５ ８０３ ８１１

基本生活費 １.０％ ２６４ ２６７ (　エ　) …

住居費（賃貸） １.０％ １４４ １４５ １４７ … １５９ １６１ １６２

教育費 ２.０％ ７０ ７１ ７３ … ２２７ ２２０ ２４１

保険料 － ３２ ３２ ３２ … ３２ ３２ ３２

その他生活費 １.０％ ２０ ２０ ２０ … ２２ ２２ ２３

一時的支出 １.０％ ２５３ ５１ …

支

　
　出

支出合計 － ５３０ ７８８ …

年間収支 － １９０ ▲６１ …

預貯金等残高 (　オ　) ５００ ４４４

※家族の年齢は、各年１２月３１日現在のものとし、平成１９年を基準年とする。

※記載されている数値は正しいものとする。

※問題作成の都合上、一部空欄にしてある。

・
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問２３

　木島家のデータを転記したキャッシュフロー表のうち、「ライフイベント」の空欄（ア）～（ウ）に

入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

＜語群＞

１．美奈さん－大学進学　　　２．美奈さん－就職　　　３．翔太さん－高校進学

４．翔太さん－大学進学　　　５．車の買替え　　　　　６．海外旅行

問２４

　現在の木島家の基本生活費は月２２万円だが、２年後からは子どもの成長などにより基本生活費が月

２５万円（現在価値）に増える予定である。キャッシュフロー表内の基本生活費の変動率１.０％を物

価上昇率とした場合、キャッシュフロー表の空欄（エ）に入る数値はいくらか。なお、計算結果につい

ては万円未満を四捨五入し、解答に当たっては解答用紙に記載されている単位に従うこととする。

問２５

　キャッシュフロー表の空欄（オ）に入る数値として、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては、

キャッシュフロー表中に記載の整数を使用すること。

１．　０.５％

２．　１.０％

３．　１.５％

４．　２.０％
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【第８問】下記の各問（問２６）～（問２８）について解答しなさい。

＜設例＞

下記の係数早見表を使用し、各問について計算しなさい。なお、税金は一切考慮しないこととする。

また、計算結果については円未満を四捨五入し、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単

位に従うこととする。

＜係数早見表（年利３.０％）＞

終価係数 現価係数 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数

１年 １.０３０ ０.９７０９ １.０００００ １.０３０００ １.０００ ０.９７１

２年 １.０６１ ０.９４２６ ０.４９２６１ ０.５２２６１ ２.０３０ １.９１３

３年 １.０９３ ０.９１５１ ０.３２３５３ ０.３５３５３ ３.０９１ ２.８２９

４年 １.１２６ ０.８８８５ ０.２３９０３ ０.２６９０３ ４.１８４ ３.７１７

５年 １.１５９ ０.８６２６ ０.１８８３５ ０.２１８３５ ５.３０９ ４.５８０

６年 １.１９４ ０.８３７５ ０.１５４６０ ０.１８４６０ ６.４６８ ５.４１７

７年 １.２３０ ０.８１３１ ０.１３０５１ ０.１６０５１ ７.６６２ ６.２３０

８年 １.２６７ ０.７８９４ ０.１１２４６ ０.１４２４６ ８.８９２ ７.０２０

９年 １.３０５ ０.７６６４ ０.０９８４３ ０.１２８４３ １０.１５９ ７.７８６

１０年 １.３４４ ０.７４４１ ０.０８７２３ ０.１１７２３ １１.４６４ ８.５３０

１５年 １.５５８ ０.６４１９ ０.０５３７７ ０.０８３７７ １８.５９９ １１.９３８

２０年 １.８０６ ０.５５３７ ０.０３７２２ ０.０６７２２ ２６.８７０ １４.８７７

２５年 ２.０９４ ０.４７７６ ０.０２７４３ ０.０５７４３ ３６.４５９ １７.４１３

３０年 ２.４２７ ０.４１２０ ０.０２１０２ ０.０５１０２ ４７.５７５ １９.６００
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問２６

　大山さんは、リフォーム資金として、毎年末に１回ずつ積み立てて１０年後に２００万円を用意した

いと考えている。その間、年利３.０％で複利運用するとした場合、いくらずつ積み立てればよいか。

問２７

　田嶋さんは、３００万円の開業資金を借り入れた。年利３.０％で８年間で返済をする場合、毎年の

返済額はいくらになるか。

問２８

　南田さんは、長男の大学授業料として貯めてきた３５０万円を、年利３.０％で複利運用しながら４

年後まで均等に取り崩したい。毎年いくらずつ取り崩すことができるか。
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【第９問】次の設例に基づき、下記の各問（問２９）～（問３４）について解答しなさい。

＜設例＞

青山健一さんは、株式会社ＡＢ化粧品を２００８（平成２０）年３月末付で退職し、翌月からアン

チエイジングのための化粧品を中心に、インターネット通販を開業する予定である。当初から、株

式会社エンジェル・ブレスを設立して事業を行う予定である。そこで健一さんは、開業などについ

て、ＦＰで税理士でもある森田さんに相談をした。なお、以下のデータのうち、年齢は２００８（平

成２０）年１月１日現在のものとする。

＜家族構成＞

氏名 続柄 年齢 職業

青山　健一 本人 ２７歳 会社員

　　　雄一 父 ５７歳 会社員

　　　和子 母 ５５歳 専業主婦

＜起業プラン＞

必要な資金 調達の方法

会社設立費用 ５０万円 自己資金（資本金に充当） ２１０万円

設備・備品 １００万円 父からの出資 ９０万円

商品仕入 ２００万円 母からの借入金 １００万円

宣伝・広告 ５０万円

開
業
資
金

合計 ４００万円 合計 ４００万円

※ 年間売上高８００万円を見込んでいる。

＜株式会社エンジェル・ブレス＞

・ 資本金 ３００万円

・ 株式の種類 普通株式

・ 株式の発行価額 １株につき５万円

＜勤続年数＞

健一さんは大学卒業後（２３歳）、４月１日付けで株式会社ＡＢ化粧品入社

＜退職金＞

健一さんが株式会社ＡＢ化粧品から受け取る退職金：１０万円
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問２９

　＜設例＞に記載したとおりに、株式会社エンジェル・ブレスを設立した場合、健一さんが所有する株

式会社エンジェル・ブレスの株式数と出資比率の組み合わせとして、正しいものはどれか。

１．株式数　１８株、　出資比率　３０.０％

２．株式数　２１株、　出資比率　５２.５％

３．株式数　４２株、　出資比率　７０.０％

４．株式数２１０株、　出資比率１００.０％

問３０

　法人税に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な数値を語群の中から選び、解答欄に記入

しなさい。なお、同じ数値を何度選んでもよいこととする。また、いわゆる「同族会社に対する留保金

課税」など、特別な税額計算について考慮する必要はない。

各事業年度の所得に対する法人税の税率は、内国普通法人の場合、期末資本金が１億円以下の法人

については、所得金額のうち年（　ア　）万円以下の部分に対しては（　イ　）％、年（　ア　）

万円を超える部分に対しては（　ウ　）％となっている。

＜語群＞

２０　　　　２２　　　　２５　　　　３０　　　　３３　　　　３５

５００　　　　８００　　　　１,０００
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問３１

　健一さんが、仮に１人で４月に会社を開業した場合の経営者の社会保険について、ＦＰの森田さんに

相談をした。森田さんが説明した社会保険に関する次の（ア）～（ウ）の記述について、正しいものに

は○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

（ア）経営者１名のみの法人であっても、健康保険の強制適用事業所であり、経営者は健康保険の被保

険者となる。

（イ）経営者１名のみの法人であっても、厚生年金保険の強制適用事業所であり、経営者は厚生年金保

険の被保険者となる。

（ウ）経営者１名のみの法人であっても、労災保険の強制適用事業所であり、経営者は労災保険の給付

対象となる。
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問３２

　健一さんは、雇用保険の教育訓練給付を利用して、４月開講の厚生労働大臣指定の教育訓練講座であ

る「ビジネス会計コース」を受講しようと考えている。最近、この教育訓練給付の内容が変わったと聞

き、ＦＰの森田さんに質問をした。森田さんが説明した次の記述の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な数

値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ数値を何度選んでもよいこととする。

教育訓練給付は、雇用保険の被保険者であった期間（支給要件期間）が（　ア　）年以上ある雇用

保険の一般被保険者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合、教育訓練施設

に対して支払った教育訓練経費の（　イ　）％に相当する額を、雇用保険から支給するというもの

である。この給付金には（　ウ　）円の上限が設けられている。なお当分の間、初回に限り、被保

険者期間が１年以上あれば受けられることになっている。

＜語群＞

２　　　　３　　　　５　　　　２０　　　　３０　　　　４０

５０,０００　　　　 １００,０００　　　　 ２００,０００
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問３３

　健一さんは、通勤途中の駅の階段で足を踏み外し、左足首をねんざしてしまった。幸い大したケガで

はなかったが、健一さんはどのような場合、労働者災害補償保険（労災保険）の「通勤災害」と認めら

れるのか疑問に感じ、ＦＰの森田さんに質問をした。森田さんが示した次の事例のうち、「通勤災害」

に該当しないものはどれか。

１．会社の帰りにスーパーマーケットに寄って食料品を購入後、いつもの帰り道に戻ったところで転倒

してケガをした場合。

２．会社の帰りにスーパーマーケットに寄って食料品を購入中に、店内で転倒してケガをした場合。

３．会社の帰りに歯科医院で治療を受けた後、いつもの帰り道に戻ったところで転倒してケガをした場

合。
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問３４

　健一さんの父親の雄一さんが勤務している会社は、ここ数年間経営状態が悪化し、本年度中には事業

所の廃止が決まっている。そこで健一さんは、雄一さんが事業所の廃止により退職する場合、雇用保険

から受給できる失業給付について、ＦＰの森田さんに相談をした。森田さんが説明した次の記述のうち、

最も適切なものはどれか。なお、雄一さんは、大学卒業後の２３歳から約２０年勤務した会社を退職後、

離職期間なしに現在の会社に就職している。また、雄一さんは障害者ではない。

＜一般の離職者＞

特定受給資格者以外の離職者

被保険者であった期間

１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上
離職時の年齢

にかかわらず
９０日 １２０日 １５０日

＜特定受給資格者＞

倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者

被保険者であった期間

離 職 時 の     

年　　　齢
１年未満

１年以上

５年未満

５年以上

１０年未満

１０年以上

２０年未満
２０年以上

３０歳未満 ９０日 　９０日 １２０日 １８０日 －

３０歳以上

３５歳未満
９０日 　９０日 １８０日 ２１０日 ２４０日

３５歳以上

４５歳未満
９０日 　９０日 １８０日 ２４０日 ２７０日

４５歳以上

６０歳未満
９０日 １８０日 ２４０日 ２７０日 ３３０日

６０歳以上

６５歳未満
９０日 １５０日 １８０日 ２１０日 ２４０日

１．雄一さんの基本手当の所定給付日数は３３０日で、３ヵ月間の給付制限が行われる。

２．雄一さんの基本手当の所定給付日数は１５０日で、３ヵ月間の給付制限が行われる。

３．雄一さんの基本手当の所定給付日数は２７０日で、３ヵ月間の給付制限はかからない。

４．雄一さんの基本手当の所定給付日数は３３０日で、３ヵ月間の給付制限はかからない。
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【第１０問】次の設例に基づき、下記の各問（問３５）～（問４０）について解答しなさい。

＜設例＞

橋本竜一さんは、上場会社に勤務している会社員である。今回、生活設計などに関して相談するた

めに、妻の啓子さんとＦＰで税理士でもある細田さんを訪問した。なお、下記のデータはいずれも

２００８（平成２０）年１月１日現在のものである。

Ｉ．橋本家のデータ

＜家族構成＞

氏名 続柄 生年月日 年齢 職業 備考

橋本　竜一 本人 昭和２４年１０月１５日 ５８歳 会社員

　　　啓子 妻 昭和２４年　６月２１日 ５８歳 無職 同居

　　　亜紀 長女 昭和５６年　７月　３日 ２６歳 無職 同居

　　　美幸 二女 昭和５８年　２月１４日 ２４歳 学生 留学中

　　　由美 長女の子 平成１８年　２月１６日 　１歳 　 同居

注１：亜紀さんは、平成１８年１０月に離婚し、以後両親である橋本さん夫婦と同居している。ま

た、由美さんは亜紀さんの長女である（他に亜紀さんの子はいない）。

注２：美幸さんは、日本の大学の大学院生であるが、米国の大学との共同研究のため、６ヵ月弱の

予定で米国に滞在中である。

注３：竜一さんの両親、啓子さんの両親ともにすでに他界している。

注４：亜紀さん、美幸さん、由美さんは、竜一さんと生計を一にしており、所得税法上、竜一さん

の扶養親族である。

Ⅱ．財務データ

＜資料１：保有財産（時価）＞

所有者 竜一 啓子

金融資産

預貯金等

国内債券

国内株式

２,２００万円

３００万円

１,２００万円

２,５００万円

－

－

生命保険（解約返戻金相当額） ＜資料４＞を参照のこと ＜資料４＞を参照のこと

不動産

土地（自宅敷地）

家屋（自宅）

　

５,３００万円

５６０万円

－

－

動産等 ３００万円 １００万円

注５：不動産（土地・家屋）には、住宅ローンに係る抵当権が設定されている。

＜資料２：負債残高＞

住宅ローン　：４６０万円（竜一さん名義）

自動車ローン：１２０万円（竜一さん名義）
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＜資料３：給与収入（平成１９年分）＞

竜一：給与収入　１,２００万円（給与所得の金額９７０万円）

＜資料４：生命保険等＞ （単位：万円)

保険種類 契約者 被保険者
死亡保険金

受取人
保険金額

解約返戻

金相当額
保険期間

終身保険Ａ 竜一 竜一 啓子 ６００ ３６０ 終身

定期保険Ｂ 竜一 竜一 啓子 ３,０００ ０ 平成２２年まで

養老保険Ｃ 竜一 啓子 竜一 ６００ ５６０ 平成２２年まで

終身保険Ｄ 竜一 竜一 由美 ３００ ２００ 終身

注６：解約返戻金相当額は、現時点（平成２０年１月１日）で解約した場合の金額である。

注７：終身保険Ａには災害割増特約（６００万円）が、終身保険Ｄには災害割増特約（３００万円）

が付保されているが、これ以外に付保されている特約はない。

注８：保険料は契約者である竜一さんが負担している。

Ⅲ．その他

上記以外の要件については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこと。
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問３５

　ＦＰの細田さんは、まず現時点（平成２０年１月１日現在）における橋本家のバランスシート分析を

行うこととした。下表を参考に、橋本家の純資産額（ア）の金額を計算しなさい。

＜橋本家のバランスシート＞ （単位：万円)

［資産］ ［負債］

住宅ローン

自動車ローン

×××

×××

負債合計 ×××

金融資産

預貯金等

国内債券

国内株式

生命保険（解約返戻金相当額）

不動産

動産等

×××

×××

×××

×××

×××

×××

［純資産］ （　ア　）

資産合計 ××× 負債・純資産合計 ×××

問３６

　橋本家が加入している生命保険に関する次の記述の空欄（ア）にあてはまる金額を計算しなさい。な

お、契約者配当金については一切考慮しないこととする。

仮に平成２０年１月１日に、竜一さんが災害により死亡した場合、橋本家に支払われる生命保険金

の合計額は（　ア　）万円である。
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問３７

　竜一さんが平成１９年中に医療機関に対して支出した、医療費および薬局で購入した薬代等（以下「医

療費等」という）の明細は以下のとおりである。竜一さんの平成１９年分の所得税の確定申告における

医療費控除の金額として、正しいものはどれか。

医療等を受けた人 治療内容・支出内容 支払った医療費等の額

① 橋本竜一 風邪等の保険診療 ２５,０００円

② 橋本竜一 虫歯治療（保険外診療） ４２０,０００円

③ 橋本亜紀 美容整形手術（保険外診療） １００,０００円

④ 橋本由美 紙おむつ（薬局） ２２,０００円

（注）上記に関し、保険金などで補てんされる金額はない。

１．　　　　　　 ０円

２．　３４５,０００円

３．　４４５,０００円

４．　４６７,０００円

問３８

　竜一さんは、外国為替レート等に関してＦＰの細田さんに質問をした。細田さんが説明した次の記述

の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

なお、同じ数値を何度選んでもよいこととする。また、下記＜資料＞は、国内のＺＺ銀行の「本日の外

国為替相場一覧表」からの抜粋である。

＜資料：米ドルの相場表＞ （単位：円)

ＴＴＳ ＣＡＳＨ Ｓelling ＴＴＢ ＣＡＳＨ Ｂuying

１２３.７０ １２５.５０ １２１.７０ １１９.７０

「もし、竜一さんが今日、二女の美幸さんに米ドルの電信送金を行うとすると、この外国為替相場

表によれば、１米ドルにつき（　ア　）円のレートが適用されることになります。また、銀行の外

貨預金キャンペーンなどで、“為替手数料５０銭優遇”といった広告をよく見かけますが、これは、

銀行が為替手数料を割り引いてくれるということを意味します。仮に米ドルの為替手数料が５０銭

優遇で、今日、米ドル建て外貨預金を行うとすると、適用レートは（　イ　）円となります。なお、

今日のＴＴＭ（仲値）は（　ウ　）円です。」

＜語群＞

１．　１１９.７０　　　２．　１２１.２０　　　３．　１２１.７０　　　４．　１２２.７０

５．　１２３.２０　　　６．　１２３.７０　　　７．　１２４.２０　　　８．　１２５.００

９．　１２５.５０
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問３９

　竜一さんの妻の啓子さんは先日、社会保険事務所へ行って国民年金の保険料納付状況を確認した。そ

の際、次の＜資料＞のような「被保険者記録照会（資格・納付Ⅲ）」を渡された。この「被保険者記録

照会（資格・納付Ⅲ）」を基にＦＰの細田さんが計算した、啓子さんが６５歳から受け取れる老齢基礎

年金の額として、正しいものはどれか。なお、「被保険者記録照会（資格・納付Ⅲ）」の納付３７９は、

平成２０年３月までの保険料納付済月数を表す。また、その後６０歳になるまでは、第３号被保険者と

しての納付済期間（１４月）があるものとする。ただし、啓子さんは、昭和５１年９月前は厚生年金保

険に加入していたが、脱退手当金を受給している。

・ 満額の老齢基礎年金（平成１９年度価格）：７９２,１００円

・ 振替加算については、考慮しないものとする。

・ 年金額の端数処理

年金額の計算過程においては、円未満を四捨五入し、年金額については５０円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数が生じたときは、これ

を１００円に切り上げるものとする。

１．　４９５,１００円

２．　６２５,４００円

３．　６４８,５００円

４．　７９２,１００円
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＜資料＞

基礎年番　　　　　　　　　　 被保険者記録照会（資格・納付Ⅲ） 001/003

２６　照会区分　０２

基礎年金番号　２１５７－１１１１１１

生年月日　昭－２４．６．２１　　　　　性別　女　　氏名　
ハシ

橋
モト

本　
ケイ

啓
コ

子

資　格　記　録

取得 昭５１．　９．１６－２ ．　．　　－ ．　．　　－ ．　．　　－

喪失 昭６１．　４．　１－５ ．　．　　－ ．　．　　－ ．　．　　－

取得 昭６１．　４．　１－Ａ ．　．　　－ ．　．　　－ ．　．　　－

喪失 　　．　　．　　－ ．　．　　－ ．　．　　－ ．　．　　－

納　付　記　録　Ⅲ

年度　納 全３/４ 半１/４学 猶付 年度　納 全３/４ 半１/４学 猶付 年度　納 全３/４ 半１/４学 猶付

昭５１-０７００　００００　００００００００ 昭５６-１２００　００００　００００００００ 昭６１-１２００　００００　００００００００

昭５２-１２００　００００　００００００００ 　昭５７-１２００　００００　００００００００ 昭６２-１２００　００００　００００００００

昭５３-１２００　００００　００００００００ 昭５８-１２００　００００　００００００００ 昭６３-１２００　００００　００００００００

昭５４-１２００　００００　００００００００ 昭５９-１２００　００００　００００００００ 平０１-１２００　００００　００００００００

昭５５-１２００　００００　００００００００ 昭６０-１２００　００００　００００００００ 平０２-１２００　００００　００００００００

納付３７９　全免　０　３／４免　０　半免　０　１／４免　０　学生　０　猶予　０　付加　０

差　額　記　録

年度未免 年度未免 年度未免 年度未免 年度未免 年度未免 年度未免 年度未免 年度未免

－ － － － － － － － －

３　号　特　例　納　付　期　間　記　録（ 自 ）    －（ 至 ）    （届出年月日      ）

．　－　．　（　　．　．　) ．　－　．　（　　．　．　)

○○社会保険事務所



－40終－２級 実技試験(資産設計提案業務・2008.1.27)

問４０

　竜一さんは、会社の定期健康診断で胃腸の異常を指摘され、再検査の結果、近々入院して治療を受け

る予定である。竜一さんは、有給休暇を利用して入院する予定だが、入院が有給休暇の残日数より長引

いた場合はどうなるのか不安になった。そこでＦＰの細田さんに、休業が長引いた場合の社会保険の給

付について相談をした。細田さんが説明した次の記述の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な語句を語群の

中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、竜一さんの勤務する会社は政府管掌健康保

険の適用を受けている。

健康保険の被保険者（任意継続被保険者を除く）が、療養のため仕事を休み、給与を受けられない

ときは（　ア　）が支給される。支給額は、標準報酬日額の（　イ　）に相当する額である。なお、

給与が支給されても（　ア　）の額より少ないときは差額が支給される。（　ア　）を受けるため

には、療養のため仕事を休んだ日が、連続して（　ウ　）間（待期）あることが必要であり、その

翌日以降の休んだ日について支給される。

＜語群＞

１．休業補償給付　　２．傷病手当金　　　３．休業給付　　４．　５分の３

５．　４分の３　　　６．　３分の２　　　７．　３日　　　８．　５日　　　９．　７日


